
 

                                   

             

署 
 

長 
 

盛 

田  

浩 

明 
 

①
八
戸
署
長 

 筆

頭

副

署

長 
 

三 

浦  

雅 

人 
 

 

①
仙
台
国
税
局 

 

調
査
査
察
部 

査
察
第
三
部
門 

 
    

（
統
括
国
税
査
察
官
） 

 個
人
課
税
第
一
部
門 

統
括
国
税
調
査
官 

 

後 

藤  

俊 

介 
 

①
仙
台
国
税
局 

総
務
部 

営
繕
管
理
官 

 
 

 

（
営
繕
技
術
官
） 

 
        

 

定
額
減
税
が 

 
 
 
 
 

 
 

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た 

  

◎
令
和
６
年
分
所
得
税
一
人
に
つ
き
三
万
円 

 

◎
令
和
６
年
分
住
民
税
一
人
に
つ
き
一
万
円 

 

令
和
６
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、

令
和
６
年
分
の
所
得
税
・
住
民
税
に

に
つ
い
て
定
額
に
よ
る
税
額
の
特
別

控
除
（
定
額
減
税
）
が
実
施
さ
れ
ま

し
た
。 

       

秋
田
青
色
申
告
会
で
は
源
泉
徴
収

指
導
も
し
て
い
ま
す
の
で
、
従
業
員

や
専
従
者
の
い
る
事
業
主
で
、
定
額

減
税
の
処
理
等
に
ご
不
明
な
点
が
あ

る
方
は
、
当
会
ま
で
お
越
し
く
だ
さ

い
。
又
、
当
会
で
源
泉
徴
収
事
務
代

行
（
有
料
）
も
で
き
ま
す
の
で
ご
利

用
く
だ
さ
い
。 

 

   

従
業
員
や
専
従
者
の
い
る
事
業
主

で
、
定
額
減
税
の
処
理
等
に
お
困
り

の
方
は
、
ぜ
ひ
当
会
ま
で
ご
相
談
く

だ
さ
い
。 

  

  
 

●
記
帳
相
談
日
（
要
予
約
） 

 

記
帳
相
談
日 

 

「
毎
週
水
曜
日
・
木
曜
日
」
で
す
。 

 

＊
日
々
の
記
帳
や
ブ
ル
ー
リ
タ
ー
ン
Ａ

の 

 
 

操
作
指
導
に
関
す
る
無
料
相
談 

 
  

は
12
月
ま
で
で
す
。 

     

 
 

●
税
務
相
談
日
（
要
予
約
） 

 
   

事
業
・
譲
渡
・
相
続
・
贈
与
等 

 
   

税
務
全
般 

 

「
毎
月
第
３
水
曜
日
」
で
す
。 

 
 

＊
税
務
相
談
は
、
税
理
士
会
の 

派
遣
税
理
士
が
担
当
し
ま
す
。 

                    
 

     

  

女
性
部
定
時
総
会
開
催
さ
れ
る
！ 

同
時 

女
性
部
セ
ミ
ナ
ー
開
催 

 

秋
田
青
色
申
告
会
女
性
部
は
、
令
和

６
年
度
の
事
業
と
し
て
、
女
性
の
た
め

の
マ
ネ
ー
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
し

た
。
テ
ー
マ
は 

『
資
産
を
賢
く
ま
も
る

方
法
』 

で
、
講
師
は
、
み
ず
ほ
銀
行
秋

田
支
店
の
今
野
智
子
さ
ん
に
お
願
い

し
ま
し
た
。 

主
な
内
容
は
、
資
産
運
用
の
基
本
や

効
果
的
な
貯
蓄
方
法
、
２
０
２
４
年
か

ら
始
ま
っ
た
新NIS

A

（
ニ
ー
サ
）
の
活

用
法
な
ど
で
、
み
ず
ほ
銀
行
で
取
り
扱

っ
て
い
る
各
商
品
等
の
し
く
み
や
リ

ス
ク
、
投
資
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
等
詳

し
く
説
明
頂
き
ま
し
た
。 

ま
た
、
セ
ミ
ナ
ー
前
に
開
催
さ
れ
た

令
和
６
年
度
秋
田
青
色
申
告
会
女
性

部
定
時
総
会
で
は
、
「
令
和
５
年
度
事

業
報
告
並
び
に
収
支
決
算
承
認
に
つ

い
て
・
令
和
６
年
度
事
業
計
画
並
び
に

収
支
予
算
書
案
に
つ
い
て
・
規
約
の
一

部
改
正
に
つ
い
て
」
が
上
程
さ
れ
、
す

べ
て
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

                  

 

秋
田
南
税
務
署 

定
期
人
事
異
動 

 秋
田
南
税
務
署
の
令
和
６
年
定
期

人
事
異
動
が
7
月
10
日
に
発
令
さ

れ
、
新
た
に
、
盛
田
浩
明
署
長
他
が

着
任
さ
れ
ま
し
た
。 

 
武
藤
衝
記
帳
指
導
推
進
官
に
は
、

引
き
続
き
ご
担
当
頂
き
ま
す
。 

 

①
前
任
地
役
職 

（
敬
称
略
） 

  
 

・
給
与
支
払
者
（
事
業
主
）
が
す
る
こ
と 

 
 

◇

６
月
以
降
の
給
与
の
源
泉
税
額
か

ら
減
税
額
を
引
き
き
れ
る
ま
で
順
次

差
し
引
い
て
、
従
業
員
に
返
金
し
ま

す
。
最
終
的
に
は
年
末
調
整
で
減
税
額

を
計
算
（
精
算
）
し
ま
す
。 

◇

所
得
税
の
控
除
に
な
ら
な
い
年
少

扶
養
も
定
額
減
税
の
対
象
に
な
り
ま

す
。 

 

・
個
人
事
業
主
（
本
人
） 

 
 

◇

原
則
と
し
て
、
令
和
６
年
度
分
の
確

定
申
告
で
定
額
減
税
額
の
控
除
を
受

け
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

◇

予
定
納
税
が
あ
る
方
は
予
定
納
税

額
か
ら
本
人
分
の
三
万
円
が
控
除
さ

れ
ま
す
。 

          

 
秋田青色申告会手数料規程改正のお知らせ 

  令和６年４月より手数料は外税方式となりました。 
 

  インボイスの登録により、秋田青色申告会も消費税申告が

必要となることから、これまでの内税方式から、すべて外税

方式に改正することとなりました。 

  会員の皆様には、ご負担をおかけすることとなりますが、

ご理解ご協力をお願い申し上げます。 
   
 



                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                      

 ◎会員数 

６年度 

当初 
加入 脱退 

７月末 

現在 

271名 ９ ５ 275名 

 
✰青色申告会は、記帳や決算
の指導相談をはじめとし
て、様々な活動を行ってい
ますので、積極的にご利用

ください。皆様のお友達や
ご親戚など、新入会員さん
をご紹介ください！ 

青色申告会の会計ソフト 
 

ブルーリターンA 2024 
記帳のお悩み解決 

節税は 記帳のしかたを 
かえればできる 

青色申告特別控除 65 万  

電子申告・電子帳簿保存  
 
会員価格29,700円
（税込保守料3年含む） 

 

●
夏
季
事
務
所
閉
所
の
お
知
ら
せ 

 

８
月
１３
日
（
火
）
～
１５
日
（
木
） 

 
 

８
月
１６
日
（
金
）
か
ら 

 

通
常
通
り
で
す 

お 

知 

ら 

せ 
 

 

●
来
年
（
令
和
７
年
） 

東
北
ブ
ロ
ッ
ク
大
会 

秋
田
県
大
会 

開
催
決
定
！ 
 

今
年
５
月
の
秋
田
県
青
色
申
告
会
連

合
会
定
時
総
会
で
、
来
年
の
１０
月
に
東
北

ブ
ロ
ッ
ク
大
会
を
秋
田
県
連
が
主
管
で

開
催
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

 

来
年
こ
そ
コ
ロ
ナ
禍
を
克
服
し
盛
大

に
開
催
し
た
い
も
の
で
す
。
会
員
皆
様
の

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

来
年
の
開
催
日
は 

・
令
和
７
年
10
月
１
日
（
木
） 

・
大
会
会
場 

秋
田
県
大
湯
温
泉 

 
 

『
ホ
テ
ル
鹿
角
』
の
予
定
で
す 

詳
し
く
は
追
っ
て ご

案
内
い
た
し
ま
す
。 

（
今
年
は
宮
城
県
で
、
規
模
を
縮
小
し
て 

 

開
催
し
ま
す
。
） 

●
事
務
局
体
制
変
更
の
お
知
ら
せ 

  

来
年
開
催
の
東
北
ブ
ロ
ッ
ク
大
会

秋
田
県
大
会
の
準
備
作
業
に
向
け
、
７

月
よ
り
準
備
室
を
開
設
し
、
担
当
に
元

局
長
佐
々
木
茂
さ
ん
が
勤
務
い
た
し

ま
す
。 

 

事
務
局
体
制
は
次
の
通
り
で
す
。 

 
≪
 

職 

員 

勤 

務 

日 ≫
 

 

事
務
局
長 

 

石
井 

栄
美 

 
 
 
 

 
(

月)(

水)(

木)
(

金) 
 

準
備
室
担
当 

佐
々
木 

茂 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

月)
(

火) 
 

＊
事
務
所
の
勤
務
時
間
は
、 

 
 

こ
れ
ま
で
と
同
じ
く 

午
前
９
時
～
午
後
４
時
で
す
。 

 
 

✧会費納入のお願い✧ 
 

 令和６年度会費につ

きましては、４月に納

入願いをいたしており

ますが、まだ未納の方

はお早めに御納入くだ

さいますようお願いい

たします。 

 

 

 

 

 
予

定

納

税

・

中

間

申

告 
 

 

◎
所
得
税
の
予
定
納
税
と
は 

 
 

所
得
税
額
が
１５
万
円
以
上
の
方 

 

前
年
分
の
予
定
納
税
基
準
額
が
15
万
円

以
上
で
あ
る
方
が
対
象
で
、
基
準
額
の
三
分

の
一
の
金
額
を
年
に
２
回
（
７
月
末
・
11
月

末
）
納
付
し
ま
す
。 

 
 

対
象
者
は
事
前
に
税
務
署
か
ら
通
知
が

届
き
ま
す
。
※
本
年
は
定
額
減
税
の
た
め
金

額
が
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

 

◎
消
費
税
の
中
間
申
告
と
は 

 
 

消
費
税
額(

国
税)

が
４８
万
円
を
超
え
る
方 

  

（
消
費
税
と
地
方
消
費
税
を
合
わ
せ
て
６
１
５
， 

 
  
 
 

３
０
０
円
以
上
の
方
） 

 
 

８
月
に
税
務
署
か
ら
『
中
間
申
告
書
』
と

『
納
付
書
』
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
期
限
内
に

中
間
申
告
書
を
提
出
し
、
納
付
書
、
ま
た
は

口
座
振
替
に
よ
り
消
費
税
を
納
付
し
ま
す
。 

 

中
間
申
告
書
提
出
期
限･

･･

８
月
末 

 

現
金
納
付
期
限･

･
･

８
月
末 

 

口
座
振
替
日･

･
･

９
月
末 

 

◎
個
人
事
業
税
（
県
税
） 

 

所
得
金
額
が
290

万
円
以
上
の
事
業
者
に

課
せ
ら
れ
る
県
税
で
、
税
率
は
業
種
に
よ
り

違
い
ま
す
。 

 

該
当
者
に
は
県
か
ら
納
付
書
が
送
付
さ

れ
、
８
月
と
11
月
の
年
２
回
納
付
し
ま
す
。 

 

○
経
費
に
な
る
税
金 

 

個
人
事
業
税
・
消
費
税
（
税
込
経
理
の
場
合
） 

 

勘
定
科
目･･･

租
税
公
課 

 ×

経
費
に
な
ら
な
い
税
金 

 

所
得
税
・
住
民
税 

 

勘
定
科
目･･･

事
業
主
貸 

  

暑
さ
も
本
番
！ 

 
 
 
 

帳
簿
の
点
検
を
進
め
ま
し
ょ
う 

 

  

※
点
検
ポ
イ
ン
ト 

 

◎
現
金
・
預
金
出
納
帳
の
確
認 

  

残
高
が
合
っ
て
い
る
か
、
記
帳
漏
れ
は
な

い
か
、
こ
れ
ま
で
の
帳
簿
を
見
直
す
こ
と
。
事

業
と
関
係
の
な
い
収
入
は
「
事
業
主
借
」
支
出

は
「
事
業
主
貸
」
に
な
り
ま
す
。
預
金
利
息
は

事
業
と
関
係
の
な
い
収
入
な
の
で
「
事
業
主

借
」
に
な
り
ま
す
。 

 
 

 

◎
領
収
書
や
レ
シ
ー
ト
の
保
存 

  
領
収
書
や
レ
シ
ー
ト
は
７
年
間
保
存
が
必

要
で
す
の
で
、
分
か
り
や
す
く
整
理
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。 

 

◎
記
入
漏
れ
を
見
つ
け
た
ら 

  

事
業
主
が
立
替
え
て
支
払
っ
た
経
費
等
の

記
入
漏
れ
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
遡
っ
て
帳

簿
を
修
正
し
な
く
て
も
気
づ
い
た
日
に
現
金

出
納
帳
か
ら
出
金
し
、
摘
要
に
レ
シ
ー
ト
の

日
付
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

◎
電
子
デ
ー
タ
保
存 

  
 

電
子
取
引
の
デ
ー
タ
保
存
は
今
年
か
ら
義

務
化
さ
れ
ま
し
た
。
メ
ー
ル
な
ど
で
や
り
と

り
し
た
請
求
書
、
領
収
書
な
ど
は
パ
ソ
コ
ン

や
ク
ラ
ウ
ド
上
に
整
理
し
て
保
存
し
、
取
引

先
の
名
前
を
付
け
て
管
理
し
ま
し
ょ
う
。 

 

ス
マ
ホ
だ
け
で
管 

理
し
て
い
る
方
は
、 

デ
ー
タ
を
消
さ
な
い 

よ
う
に
注
意
し
て
く 

だ
さ
い
。 

 


